
1 
 

平２９福監第２９５号 
平成２９年 ６月 ９日 

 
 社会福祉法人代表者 様  
                       秋田市監査指導室長 
 

計算書類並びに財産目録等の備置き・閲覧、市への 
届出および公表に関する留意事項について（お願い） 

 
 財務諸表等電子開示システムが導入されたこと等により、備置き・閲覧、市への届

出および公表にあたりましては、次の点にご留意ください。 
 
（下表の見方） 
１ ◎印は、全法人必須のものです。△は定款で作成する旨を規定している法人、〇は社会福祉

充実残額があった法人のみの場合です。×は必要なしのものです。 

２ 根拠規定等は、平成 29 年５月１２日に全法人に配信しております「社会福祉法人のスケジュー

ル例と留意事項」14、15 ページをご覧ください。 

３ 「電子開示システム」とは、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」をいいます。 

４ 「役員等」とは、「理事、監事および評議員」をいいます。 

５ ★印は、特に配慮が必要な部分です。 
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計算書類 ◎ ◎ ◎ ◎ 左記の作成から公表までの一連

の作業は、電子開示システムに入

力することでできます。 
計算書類の附属

明細書 
◎ ◎ ◎ ×  

事業報告 ◎ ◎ ◎ ×  
事業報告の附属

明細書 
◎ ◎ ◎ ×  

監査報告 ◎ ◎ ◎ ×  
財

産

目

録

等 

財産目録 ◎ ◎ ◎ × 左記の作成から届出までの一連

の作業は、電子開示システムに入

力することでできます。 
役員等名簿（役員

等の氏名及び住

所を記載した名

簿） 

◎ ◎ ◎ ◎ ★電子開示システムによる「現況

報告書」の役員等欄は、「氏名」

と「職業」の項目はありますが、

「住所」の項目がないので、別個

に作成しなければなりません。 
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★別個に作成した役員等名簿を

公表する際は、役員等からの意向

を確認し、「住所」を黒塗りして

も構いません。 
★閲覧させる場合も、「住所」を

黒塗りしても構いませんが、備置

きするものは、黒塗りしないオー

プンのものです。 
★電子開示システムによる「現況

報告書」の役員等欄には「職業」

の記載があります。このまま公表

されますので、具体的な記載が個

人情報として、適切であるのか、

入力時に法人内でご検討くださ

い（例：（株）〇〇商事 代表取

締役など）。 
報酬等の支給の

基準を記載した

書類（役員等報酬

等支給基準） 

◎ ◎ ◎  ◎ 理事、監事及び評議員の勤務形態

に応じた報酬等の区分及びその

額の算定方法並びに支給の方法

及び形態に関する事項が「報酬規

程」に網羅されていれば、報酬規

程で構いません。（なお、公表に

ついては、理事、監事及び評議員

の区分ごとの報酬等の総額の記

載も必要ですが、報酬規程等に区

分ごとの総額の記載がない場合

は、その記載がある現況報告書を

併用することになります。） 
事業

の概

要等 

現 況 報

告書 
◎ ◎ ◎ ◎ 左記の作成から公表までの一連

の作業は、電子開示システムに入

力することでできます。 
事 業 計

画書 
△ △ △ ×  

算 定 シ

ート 
◎ ◎ ◎ × 左記の作成から届出までの一連

の作業は、電子開示システムに入

力することでできます。 
社会福祉充実計画 〇 × 〇 〇  
定款 ◎ ◎ ◎ ◎  

 
 （留意事項） 
１ 作成については、電子開示システムへ入力することで作成されるものと、「役員
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等名簿」のように、任意の様式で作成していくものとがあります。 
 
２ 備置き・閲覧については、電磁的記録又は書面によります。閲覧を求められた場

合は、個人情報の保護に配慮してください。 
 
３ 市への届出については、基本的には電子開示システムによるデータの送信ですが、

電子開示システム以外のものについては、ＰＤＦで送信願います。 
 
４ 公表については、インターネットの利用により行いますが、個人情報の保護に配

慮してください。 
 
５ なお、電子開示システムの導入により、平成 29 年４月 1 日現在での全国の社会

福祉法人の現況報告書等が、福祉医療機構ＷＡＭ  ＮＥＴのホームページでお盆過

ぎに情報公開されますので、ご承知おきください。 
 
 

 

 

 

（参考―「役員等名簿」と「現況報告書の役員等」の相関関係） 

 

１ 市への届出や事務所に備え置く場合は、黒塗りのない、包み隠しのないオープンな

ものです。 

            氏 名       住 所   

役員等名簿   理事  〇〇 〇〇   秋田市山王一丁目１－１ 

        理事  △△ △△   秋田市大町一丁目１－131 
            （以下 中略） 
        監事  〇△ ××   秋田市御所野地蔵田１－１ 
        監事  ×〇 △×   秋田市土崎港中央二丁目１－１ 
        評議員 □□ 〇△   秋田市新屋表町７－７ 
            （以下 略） 
 

２ 上記１の場合以外で、役員等名簿を公表や閲覧に供する場合は、上記の住所につい 

て、役員等からの意向を確認し、黒塗りなどの処理をしてください。 

 
      具体的には、コピーして、関係部分を黒塗りします。 
        理事  〇〇 〇〇   秋田市山王一丁目１－１ 
        理事  △△ △△   秋田市大町一丁目１－131 
            （以下 中略） 
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電子開示システムの現況報告書の役員等に関する入力は 

        氏 名       職 業   

理事  〇〇 〇〇   （株）秋田〇〇工業代表取締役 
理事  △△ △△    農業     

（以下 中略）             

監事  〇△ ××   （有）△△不動産専務取締役     
監事  ×〇 △×    〇□寺住職     

評議員 □□ 〇△    自営（学習塾経営）       
（以下 略） 

 
１ 具体的な職業名の公表が適当かどうか、本人からの意思を確認し、適当ではない場

合は、「会社役員」などに置き換えてください。「役員等名簿」とは違い、現況報告書は、

このまま公表されるので、入力時に配慮が必要となります。 
 

 

 


